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流木情報の通報の徹底について

船員法第１４条の２においては、現在、航行安全に必要な情報を船舶等

に提供することを目的として、船舶の航行に危険を及ぼすおそれのある漂

流物等に遭遇したときは海上保安機関等に通報することを船長に義務づけ

ておりますが、当該通報の対象に流木が含まれるかどうかについては、こ

れまで明確にされてこなかったところです。

このような中、平成１８年４月には、鹿児島湾入口海域において水中翼

型超高速船が流木と衝突し、多数の乗員・乗客が負傷するという重大事故

が発生したほか、同年７月から８月にかけては、長崎県等の沖合海域にお

いて大量の流木が漂流し、航行の安全確保に支障が生じる事案が発生した

ところです。

このため、今後、相当程度の大きさの流木又は大量の流木に遭遇したと

きは、自らの船舶が当該流木を流出させた場合を含め、速やかに船員法第

１４条の２に基づく通報が徹底されるようお願いします。

特に、水中翼型超高速船については、一本の流木によって上記重大事故

が引き起こされたことを踏まえ、その航路付近の海域（別添参照）におい

てはより確実な通報がなされるようお願いします。

（参考）平成１８年４月に発生した水中翼型超高速船の事故においては、

海上保安庁による鑑定の結果、直径１メートル程度、長さ１．３メート

ル以上の流木と推定される物体との衝突が原因であることが判明したと

ころです。



佐渡汽船㈱
新潟～両津

東海汽船㈱
東京～大島～神津島

九州商船㈱
長崎～五島

鹿児島商船㈱
鹿児島～種子島・屋久島

コスモライン㈱
鹿児島～種子島・屋久島

九州郵船㈱
博多～壱岐～対馬

ＪＲ九州高速船㈱
博多～釜山

■ 水中翼型超高速船の就航状況

隠岐汽船㈱
七類・境～隠岐島

計８事業者により２３隻が就航（Ｈ１８．９．１現在）


